京都市軽自動車税事務所における植栽の剪定・除草業務委託仕様書


【場所】京都市軽自動車税事務所（京都市伏見区深草中川原町１３－７）　＜別紙１＞
　　　　※植樹帯箇所は、＜別紙２＞を参照ください。

【期間】契約日から令和８年７月３１日（金）までのいずれかの日
　　　　ただし、土曜日・日曜日・祝日を除いた平日の８時３０分から１７時までとします。

【内容】植樹帯箇所の剪定及び除草業務（処分を含みます。）
　
【特記事項】
・業務にあたっては、来庁者や駐車車両等の安全確保対策をとってください。
・作業完了後には、完了届の他に、作業前と作業後の状況が分かるもの（写真等）を提出してください。
・業務で発生した資源化可能な剪定枝及び刈草については、京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に可能な限り搬入し、リサイクルしてください。
・作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行ってください。
・作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡してください。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応してください。


